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行政刷新会議「提言型政策仕分け」 


ワーキンググループＢ 


 


Ｂ５－４  


社会保障：介護サービスの機能強化と効率化・重点化 
 


（論点①）介護保険制度を長続きさせるための方策は 
何か。 


（論点②）介護職員の処遇を改善するための方策は何か。 
（論点③）サラリーマンの介護保険料の分担の方法はどう 
      あるべきか。 


 
方向性 


現役並みの所得がある者については、世代内


の公平な支え合いの観点、医療保険とのバラン


スを考慮し、負担割合を見直すべき。あわせ


て、６５歳以上の低所得者に対する保険料軽減


策を強化すべき。また、軽度の対象者に対する


生活支援については、自立を促す観点で保険


給付のあり方を見直すべき。その際、重度化を


予防する他の有効な手段の拡充についても合


わせて検討すること。介護サービスについては、


基本的には、施設中心から在宅介護中心に移


行すべき。そのために、介護保険サービスとしっ
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かり連携した良質な高齢者住宅を普及させるべ


き。 


介護職員の処遇改善については、一時的な交


付金よりも、介護報酬の中で対応すべき。あわ


せて、事業者の内部留保がある場合にはその


活用を行うべき。これに関し、事業者の内部留


保のデータやそれが適切な水準であるかどうか


について、介護報酬改定前までに行政刷新会


議に報告すること。なお、処遇改善のために介


護報酬を加算する場合には、現に処遇改善に


つながる仕組みを整備すること。 


サラリーマン（４０～６４歳）の介護保険料につい


ては、世代内の公平な支え合いの観点から、所


得に応じた拠出（総報酬割）を医療保険と同様


にまずは一部導入すべき。 


さらに今後、高齢者の介護保険料を軽減し、所


得に応じた拠出（総報酬割）を全部導入するこ


とについて検討すべき。 


 


論点① 
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現役並み所得者について保険給付を見直す  ７名 


軽度の対象者について保険給付を見直す  ７名 


負担割合は見直さず、保険料を引き上げる  ０名 


その他  ０名 


（注：重複あり） 


 


論点② 
処遇改善交付金で対応  ０名 


介護報酬の中で対応  ７名 


事業者の内部留保で対応  ３名 


その他  ０名 


（注：重複あり） 


 


論点③ 
現行のまま  ０名 


所得に応じた拠出（総報酬割）を医療保険と同様に一部導入  ５名 


所得に応じた拠出（総報酬割）を全部導入  ２名 


その他  ０名 


 
 


とりまとめ（提言） 


現役並みの所得がある者については、世代内の公平な支え合いの観点、医療保険とのバランスを


考慮し、負担割合を見直すべき。あわせて、６５歳以上の低所得者に対する保険料軽減策を強化す


べき。また、軽度の対象者に対する生活支援については、自立を促す観点で保険給付のあり方を見


直すべき。その際、重度化を予防する他の有効な手段の拡充についても合わせて検討すること。介


護サービスについては、基本的には、施設中心から在宅介護中心に移行すべき。そのために、介護


保険サービスとしっかり連携した良質な高齢者住宅を普及させるべき。 


介護職員の処遇改善については、一時的な交付金よりも、介護報酬の中で対応すべき。あわせ


て、事業者の内部留保がある場合にはその活用を行うべき。これに関し、事業者の内部留保のデー


タやそれが適切な水準であるかどうかについて、介護報酬改定前までに行政刷新会議に報告するこ


と。なお、処遇改善のために介護報酬を加算する場合には、現に処遇改善につながる仕組みを整備


すること。 


サラリーマン（４０～６４歳）の介護保険料については、世代内の公平な支え合いの観点から、所得


に応じた拠出（総報酬割）を医療保険と同様にまずは一部導入すべき。 
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さらに今後、高齢者の介護保険料を軽減し、所得に応じた拠出（総報酬割）を全部導入することに


ついて検討すべき。 


 


 
評価者の提言内容（評価シートに記載された提言事項） 


（論点①）介護保険制度を長続きさせるための方策は何か。 


● 在宅介護への流れを一段と強化するため、介護報酬の配分を見直す。 


● 支援・介護予防への成果に対して自治体にインセンティブの供与を検討する。 


● 介護は医療と異なり長期にわたるため、高い所得者について１割負担であるという理由は説得力は


ない。医療も高齢者の場合は長期にわたることも十分考えられる。よって高額所得者の負担割合に


ついては介護サービスの内容に応じて見直す。 


● 同時に、軽度者については、むしろ自立を促す（介護予防）の観点からも自己負担割合の引上げを


検討する。 


● 「現役並み所得者について保険給付を見直す」と「軽度の対象者について保険給付を見直す」を同


時に組み合わせて、負担割合を見直す（上げる方向で）。 


● （現役並み所得者について保険給付を見直すことについて）これはもちろんである。自己負担率も個


別に引き上げるべきである。 


● （軽度の対象者について保険給付を見直すことについて）要支援ぐらいまでは保険の対象外にして


よいのではないか？ 


● 第１号被保険者が主として介護サービスを受ける仕組みの中で、まずは現役並み所得のある高齢


者が利用者負担割合を引き上げるべき。そうしなければ、第２号被保険者の保険料上昇が容認して


もらいにくくなる。 


● 軽度の対象者に対するサービスは、掃除、調理、買い物等自活して自らできる行為については給付


の対象外とすべき。 


● また、軽度者の利用者負担割合も引き上げるべき。 


● 自己負担率については、３割負担しても大きな問題はない。高額療養費によって上限があるのであ


るから。 


● （軽度の対象者について保険給付を見直すことについて）賛成。特に家事援助サービスは、補助か


ら除外すべき。サービス付高齢者向け住宅のサービスの範囲を見守り以上に拡大すればよい。 


● 保険料を見直す前提として、給付の範囲や負担割合の変更が必要。 


● 65 歳以上の低所得者に対する保険料軽減策の強化とセットで行うこと。 


● 重度化を予防する他の有効な手段の拡充についてあわせ検討する。 


● 高齢者間でも負担をシェアしなければ制度が持続しない。世代内での負担重要。 


● 軽度対象者の給付を止め、重度対象者に重点化が必要（要支援は保険対象外に）。 
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● 保険料引上げだけの対応では制度が持続しない。 


 


（論点②）介護職員の処遇を改善するための方策は何か。 


● 介護保険制度の本来の哲学に立ち帰り、介護職員の処遇は保険内にて対応する。 


● 介護事業者に対する報酬のあり方は、在宅介護従事者、ケアマネ等に十分配慮する。 


● 一時的な基金ではなく、介護報酬で対応。 


● ただし、特養ホームは収支差が大幅に改善しているため、全体的な介護報酬の水準は引き上げる


必要はない。 


● 交付金は一時的な効果しかないからあまり意味がない。 


● 地域包括ケアを実現するような加算等により、地域包括ケアのフレームワークの中で活動する事業


者については、介護報酬を上げ、労働者の処遇改善を促すべき。 


● 社会福祉法人の運営する特養や医療法人が運営する老健、介護型医療施設については、内部留


保の活用を促すべき。特に社福については、行政指導すべき。 


● 内部留保は税をかける等ペナルティーを課し、供給料拡大や、賃金拡大に使うように誘導すべき。 


● 基本給に反映される対応をしなければ、今後伸び続ける介護需要に対応できない。現在の介護職


員だけでなく、今後の雇用促進を考えると中長期に見通しがききやすい（比較的予見性が高い）介護


報酬の改定で検討する。その際、介護職員の待遇に反映できるように条件整備が必要。 


 ※民間企業であれば企業利益の配分なので、給与は労使交渉が主で良いが社会政策であり、税、


保険料が入っている以上、労使交渉だけでなく、国がある程度関与しても良いのではないか。 


● 介護報酬の中で対応するべきであるが、原則、事業者の内部留保で対応すべき。 


● その際、真に厳しい労働条件にある方々に重点配分されるよう何らかの条件付けを行う仕組みを導


入する。 


● 介護職員処遇加算といった形で介護報酬本体の中で対応すべき。ただし、その分の介護報酬全


体を引き上げるべきではない。なぜなら、物価や民間企業給与が低下している中で、介護職員だけ


報酬アップとするべきではない。 


 


（論点③）サラリーマンの介護保険料の分担の方法はどうあるべきか。 


● 来年度から、一部総報酬割を導入。 


● 高齢者医療と同様、頭数割と総報酬割を併存させる（一部導入）。将来的には、全部導入するかも


含め一部導入後、定期的に見直し。 


● 所得に応じての段階的に総報酬割を導入する。 


● 中期的には全部に導入。一方で、６５歳以上の低所得者の保険料については軽減策は強化する。 


● 将来的には医療・介護双方に総報酬割を導入すべきであるが、その際には、将来増を明確にすべ


き、社会保障税として再構成すべきである。 
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● 第２号被保険者になかで保険料負担を所得に応じて行うことが必要。 


● 第２号被保険料の負担軽減のための税投入はやめるべき。税と保険料の役割分担を明確化する


ことができる。 


● （所得に応じた拠出（総報酬割）を全部導入することについて）ゆっくりやると、所得の高い組合がわ


ざと財政状況を悪化させるような行動に出るので一気にやったらよい。 
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ワーキンググループＢ 


 


Ｂ５－２  


社会保障：医療サービスの機能強化と効率化・重点化 
 


（論点①）医療サービスの価格はどうあるべきか。 
（論点②）今後どのような医療サービスに重点を置くべきか。 
（論点③）病院勤務医の待遇改善をどう実現していくか。  


 
 
方向性 


国民・地域のニーズを具体的に把握して、診療


報酬の改定を行うべき。その中で、勤務医と開


業医、また診療科目間について、リスクや勤務


時間に応じて報酬配分を大胆に見直す。また、


医師不足改善のため、勤務医と開業医とのアン


バランスや地域別・診療科別の医師不足の状


況を踏まえて、メリハリの利いた診療報酬改定を


早急に行うべき。また、中長期的には、開業医


と勤務医の収入をバランスさせることを目指し、


開業医・勤務医の平準化を進める。 


また、医療サービスの価格全体の前提となる診


療報酬本体（医師の人件費等）については、
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「据え置く」６名、「抑制」３名という意見があった


ことを重く受け止めて対応されたい。 


加えて、中長期的な検討課題として提案された


地域・診療科目間の偏在の解消など、医師不


足の問題に対応する医療供給体制の在り方に


ついて、社会保障審議会で検討の上、行政刷


新会議に報告されたい。 


また、診療報酬の加算が効果的に待遇改善に


つながるよう、勤務条件が厳しい診療科を中心


に待遇改善につながる条件付けを行うべき。 
 


論点①② 
医師不足を改善するため、中期的に開業医と勤務医の収入をバランスさ


せることを目指し、開業医・勤務医の平準化を進める  ８名 


医師不足を改善するため、リスクや勤務時間に応じて、診療科ごとの報酬


配分を見直す  ９名 


診療報酬本体（医師の人件費等）を 


ア．増やす   ０名 


イ．据え置く  ６名 


ウ．抑 制   ３名 


その他  ２名 


（注：重複あり） 


 


論点③ 
病院に対する加算を行った場合には、勤務医の人件費増につながるよう、


条件付けを行うべき  ７名 
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病院に対する加算を行った場合には、勤務条件が厳しい診療科・部門の


勤務医に院内で重点的に処遇するよう、条件づけを行うべき  ８名 


病院に対する加算を行った場合には、勤務条件が厳しい診療科・部門の


病院勤務医の待遇を現在以上に改善する必要はない  ０名 


その他  ３名 


（注：重複あり） 


 
 


とりまとめ（提言） 


国民・地域のニーズを具体的に把握して、診療報酬の改定を行うべき。その中で、勤務医と開業


医、また診療科目間について、リスクや勤務時間に応じて報酬配分を大胆に見直す。また、医師不


足改善のため、勤務医と開業医とのアンバランスや地域別・診療科別の医師不足の状況を踏まえ


て、メリハリの利いた診療報酬改定を早急に行うべき。また、中長期的には、開業医と勤務医の収入


をバランスさせることを目指し、開業医・勤務医の平準化を進める。 


また、医療サービスの価格全体の前提となる診療報酬本体（医師の人件費等）については、「据え


置く」６名、「抑制」３名という意見があったことを重く受け止めて対応されたい。 


加えて、中長期的な検討課題として提案された地域・診療科目間の偏在の解消など、医師不足


の問題に対応する医療供給体制の在り方について、社会保障審議会で検討の上、行政刷新会議に


報告されたい。 


また、診療報酬の加算が効果的に待遇改善につながるよう、勤務条件が厳しい診療科を中心に


待遇改善につながる条件付けを行うべき。 


 
評価者の提言内容（評価シートに記載された提言事項） 


（論点①）医療サービスの価格はどうあるべきか。 


（論点②）今後どのような医療サービスに重点を置くべきか。 


●勤務医の待遇改善、報酬アップ。但し、開業医でも、産科・小児科は待遇維持または改善すべき。 


●救急対応（急性期）の病院、医師への配分及び産科、小児科、内科、外科の報酬は上げ、皮膚科、


眼科は大きく下げるべき。 


●（開業医と勤務医の収入を）中長期的には均衡させる。 


●（診療報酬本体を）極力抑制する。 


●地方における医師不足に対応するため、地域の国立大学病院の医学部に「県内枠」を設けて、地元


の高校出身者を増やすことも検討すべき。 


●ドイツのような公的医療保険における開業医の配置規制についても検討すべき。 


● 開業医と勤務医のリスクや勤務状況をもっと直視した診療報酬のつけ方を改めてゆく。 
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● 「医師不足」がある以上、開業医と勤務医の平準化を進める方向で診療報酬配分を改めるべき。 


● 眼科や皮膚科、泌尿器科といった医師数が増加している診療科には、特にターゲットを当てて診療


報酬を引き下げる直接的な方策を講じるべき。 


● 物価や民間企業の給与が下がる状況の下で、診療報酬本体のは据え置く（ゼロ改定）べき。今後も


診療報酬改定時には、物価や民間企業給与の動向と連動させるべき。 


● 勤務医に対して開業医の時間当たり報酬が相対的に高いため勤務医から開業医へシフトが生じて


いる。これが医師不足の原因の一つ。格差を平準化させるべきだ。 


● 診療別の価格が想定的に高い医師分野に民間が集まる傾向があるため、不足する診療科の報酬


を想定的に引上げるべき。 


● 自由参入（開業の場所、診療科目）にもかからわず、医療サービスの価格が固定されており、医師


の処遇は相当に恵まれている。報酬を引下げるべきだ。 


● 公的病院の統合を進め、病床数を削減する。 


● 医療は保険・公的負担で賄われている以上、厚労省は医療機関に対する管理を強化する。 


● 供給側の効率化がここでの議論の中心であり、そのためには、病院・診療所でどのように機能分化


が行われるべきかの議論が必要。 


● ①規模による病院の機能に着目して、②勤務医であっても担っている機能に応じて、③報酬配分を


見直すべき。その際、病院の集約化をすすめたり、医療法人のガバナンスの改革を行うべき。そのう


えで、ホスピタルフィーの導入も検討すべき。 


● 医療法人制度改革で法人のガバナンスをどのようにしていくのかの制度設計が必要になる。持分権


の廃止だけで病院のガバナンスが改善するとは思えない。 


● 医師不足、給与（収入）を含めて医師の待遇・格差の実態を正しく捉えることから議論を始めるべ


き。エビデンスベースの診療報酬の改正が不可欠。 


● 中長期的には“ドクターフィー“の導入を。 


● 当面は全病院調査（病院・医師センサス）の実施と実態の分析を。 


● 診療報酬はマクロ＝総額を増やすのではなく政策目的に即したメリハリのある配分を。 


● 医師不足の実態を地方自治体の方がより情報を有しているならば、診療報酬決定の一部（例±


10％）を地方に分権化しては？ 


● 財政的に診療報酬が増やせない現状では勤務医の収入を増やす為に、開業医の収入を減らす方


向も、タブーなく踏み込むべきだ。 


● リスクの高い外科、産婦人科や、過労状態にある小児科の報酬はリスクや労働環境に応じて増加さ


せるべき。 


● 勤務医を増やす。開業医を減らす。メリハリをつけるべき。もちろん地域別の診療科別の医師不足


の状況を勘案して、地域、診療科別のメリハリをつけるべき。 


● 収入のみならず勤務時間や勤務地を考えないと医師不足は改善しないが、まず、当面の対応策と
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して開業医と勤務医間の収入面での改善（平準化）を進める。 


● 上記の方法論として、リスクが高い、また、勤務時間に応じて診療科ごとに報酬配分を見直す。病


院に対してもリスクと勤務時間に応じて（診療報酬に応じて）人件費を割り当てるような制度を検討・


導入する。 


● 開業医・勤務医、診療科目によって上げるところと下げるところを設ける。 


 


（論点③）病院勤務医の待遇改善をどう実現していくか。  


● 病院加算の内、一定の割合を Doctor Fee として勤務医に配分されるようにすべき。 


● 上記中、条件の厳しい診療料の勤務医への Doctor Fee を厚くすることを義務付けるべき。 


● ドクターフィーを導入する（中長期） 


● 勤務医とのバランスをとるよう開業医への診療報酬は抑制 


● 病院間の連携、看護師との業務分担の見直しの徹底 


● 現行制度では病院経営の効率化＝収益性の向上を通じて勤務医の給与を増やすしかない？ 


● 地方の勤務医については定期的に都市部の大病院で検修を受けて技能の向上を促す仕組みがあ


っても良いのではないか？ 


● ドクターフィー、ホスピタルフィーの導入を通じて勤務医の待遇改善を進めるとともに、小病院を減らし


て大病院に集約化を促進すべき。 


● 単純に給与を上げるだけでなく勤務医の労働時間、労働条件を改善するよう、病院数等の統合を図


る。 


● 各病院別の人件費割合や給与等を公開して政策評価の為の具体的な指標を定めるべき。 


● 診療科別の給与や労働時間等も統計をとって公開すべき。 


● 地域単位当たりの効率化が不足。公立病院などを垂直統合して、職能分化に基づく医療施設のダウ


ンサイジングが必要。 


● 医師でなくても可能な医療サービスは極力看護師、介護師でも供給可能に。これを行うことで医療コ


ストを引き下げることが可能。同時に医師は医師でしかできない業務に従事可能。 


● 病院に対してもリスクと勤務時間に応じて（診療報酬に応じて）人件費を割り当てるような制度を検


討・導入する。 


● 病院については、４００床（又は５００床以上）の病院と２００床未満の中小病院は別けて考えるべき。


前者は高次な医療サービスを担うが、後者は診療所とあまり変わらない。 


● （選択肢①について）高次機能を担う大病院については、人件費増を認めてもいい。 


● （選択肢②について）そのとおりである。 


● （選択肢③について）高次機能病院と療養型病院とは区別して議論すべき。療養病床のあり方につ


いては、もう少し考える必要がある。 


● 療養病床の監理及び診療報酬の改善について、現在の診療報酬の包括化の区分はまだ改善の余


地がある。介護療養病床の他施設への転換をすすめるスピードをあげるべき。 


● 地域医療、特に過疎地勤務の医師の報酬、待遇を改善（アップ）すべき。その為には、地域＝保険


者が一定程度診療報酬を決められるよう、スピード感を持って決断すべき。 


● 勤務条件が厳しい診療科目や地域の医師や看護職員の待遇改善につながるよう条件付けを行う
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べき。 
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ワーキンググループＢ 


 


Ｂ５－３  


社会保障：後発医薬品の使用促進など薬の有効な使用策 
 


（論点①）後発医薬品の使用を進めるための方策は何か。 
（論点②）病院でも薬局でも買うことのできる薬の負担はどう 


あるべきか。 
 
 
方向性 


 先発品の薬価は後発医薬品(ジェネリック)の


薬価を目指して大幅に引き下げ、医療費の支


出と国民の負担を最小限にすべき。併せて、先


発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負


担とすることについて検討すべき。加えて、医


師・薬剤師から主な先発品・後発品のリストを患


者に提示する義務を課すことについても検討す


べき。後発医薬品の推進のロードマップを作成


し、行政刷新会議に報告すること。 


ビタミン剤など市販品類似薬については、自己


負担割合の引き上げを試行するべき。さらに、


一部医療保険の対象から外すことについても検
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討すること。 


 


論点① 
先発品の薬価は、後発品の薬価を目指して大幅に引き下げるべき   


5 名 


先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とすべき  7 名 


後発品についての周知・啓発をもっと進めるべき  6 名 


その他  2 名 


（注：重複あり） 


 


論点② 
市販品類似薬は医療保険の対象から外すべき  4 名 


市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行すべき  6 名 


市販品類似薬は現状のまま保険適用を続けるべき  0 名 


その他  1 名 


（注：重複あり） 


 
 


とりまとめ（提言） 


先発品の薬価は後発医薬品(ジェネリック)の薬価を目指して大幅に引き下げ、医療費の支出と国


民の負担を最小限にすべき。併せて、先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とするこ


とについて検討すべき。加えて、医師・薬剤師から主な先発品・後発品のリストを患者に提示する義


務を課すことについても検討すべき。後発医薬品の推進のロードマップを作成し、行政刷新会議に報


告すること。 


ビタミン剤など市販品類似薬については、自己負担割合の引き上げを試行するべき。さらに、一部


医療保険の対象から外すことについても検討すること。 


 


評価者の提言内容（評価シートに記載された提言事項） 


（論点①）後発医薬品の使用を進めるための方策は何か。 


●  （「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とすべき」について）中期的に検討 


● 医師、薬剤師から先発品・後発品の主なリストを患者さんに提示する義務を課すことについて検討


すべき 
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● 診療報酬（薬価等）は後発品薬価に合わせて設定（一物一価の原則） 


● 先発品薬価との差額は自己負担。必要であればこの自己負担をカバーする民間医療保険の普及


を計る。 


● 保険者（健保等）に後発医薬品の使用を加入者に促す（指導する）ようにさせる。 


● 後発医薬品のシェアの目標値（H24 年度まで 30％）が達成できなかったときの措置（例：診療報酬


の見直し）を予め明らかにしておく。 


● 必要であれば先発品に係る情報提供コストは別途“手当て化”する（情報提供料を設ける）。 


● 新薬（後発品のない先発品）は下げるべきでない。（後発品のある）先発品については、価格を下げ


る方法ではなく、患者に対して後発品に関する情報（患者が選択できるような情報）を十分に与える


ように医療機関、薬局に義務づける。（一覧表として説明する等） 


● 上記の情報を提供した上で先発品を求めた人には差額の一部を自己負担とすべきである。これに


より先発品の価格を下げる圧力が高まる。ただし、中期的には、薬価を下げることにならなければ、先


発品の薬価を思い切って引き下げるなど段階的に対策をとる。 


● 後発品一般論ではなく、効能、価格などを具体的に説明するなど（一覧表にするなど）、啓発、周


知するべき。 


● 根拠なき安心代、誤解代を保険で払うことはおかしい同じ効能のものは公定価格は同じにすべき。 


● 「後発品についての周知・啓発」よりも差額を自己負担にしたり、先発品価格を下げること（これは医


師の負担ということ）の方がスピーディーにすすむ「先発品の薬価は、後発品の薬価を目指して大幅


に引き下げる」・「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担とする」を優先すべき。 


● 短・中期的には後発薬の普及を進めるため薬価の差額の一部を自己負担とすべき。 


● 医薬費には保険料、税金の公費が投入されており、安い価格の薬を義務付ける。 


● （「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担すべき」について）「差額の一部」ではなく


「差額全額」を自己負担とすべき。 


● 特許が切れている後発品は、極めて安い薬価に国が決めるべき。その一つの方法は入札制度。 


● 原則公的保険を使う場合後発薬のある薬種については最も価格の安い薬の使用を義務付ける。 


● ①長期収載品の価格形成の問題（④参考）の方が大きい。市場でもし公正に決まっているならば、


それに従うべき。但し、保険でカバーする範囲は限定すべき。（②参考） 


● ②（「先発品薬価と後発品薬価の差額の一部を自己負担すべき」について）賛成。参照価格制度


を遠くない将来に導入すべき。 


● ③（「後発品についての周知・啓発をもっと進めるべき」について）賛成。処方せん様式を再考すべ


き。後発品への変更を認めない場合には、「理由」を記述するなど。また、一貫して認めない医師には


ヒアリングを行なうべき。） 


● ④薬価調達の実態が必ずしも明らかになっていない。本当に価格の分布は正規分布か？左側に


ゆがんでいれば、平均をとるのはよくない。中央値をとるべき。薬局（大規模チェーン店）の調達もして


いるのか？総価取引によるバイアスはないのか？ 
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（論点②）病院でも薬局でも買うことのできる薬の負担はどうあるべきか。 


● 薬によっては、保険対象から外し、薬によっては自己負担割合を引上げるべき。 


● 窓口価格が安いだけで、大きなコストがかかっている。国民が知らぬ間にムダ遣いを行わせる悪い


制度。 


● 類似薬全てではなく、一定の限定をかけるなどの配慮は必要。 


● 薬は診療とセットであるので、全て医療保険の対象から除外するのではなく、市薬品類似薬の効能


やその存在と薬名等を示した上で、自己負担割合を市販品価格と同等程度まで引き上げることによ


って、患者と医療機関・薬局との間の情報格差を小さくする。 


● 薬の飲み残しを避けるためにも、市販品類似薬は特に 2～3 日分に限定するなど最低限の少量処


方とする。 


● 医療データの整備を早急に進める。 


● 問題のある医療機関・保険者があれば、その適正化を図る。 


● (医療保険の)対象から外すべきだが、暫定的な措置として、市販品類似薬について自己負担割合


の引き上げを実施すべき。 


● ①(市販品類似薬は医療保険の対象から外すことについて)賛成。厚労省はまずそのリストをつくり、


それから審議会で議論すべき。ex.シップ薬。 


● ②(市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行することに)賛成。 


● ③(市販品類似薬は現状のまま保険適用を続けることについて)①のように取り組みを始めるべき。 


● (市販品類似薬について自己負担割合の引上げを試行すべきことについて) 


1 割 VS 10 割   という差がつくのはおかしい。 


3 割 


 





